
貧困問題
連続市民講座

リターンズ
　大阪弁護士会では、日本社会に広がる貧困の実状を知り、その解消を考えるため、「貧困問
題連続市民講座」を開催します。前回は２０１０年から２０１２年までの３年間で全２７回にわたる
連続講座を開催し、延べ参加者は３０００名を超えました。
　そこから５年がたちましたが、貧困問題は解消へとむかうどころか、むしろ、より深刻になり、
私たち市民全体に広がっています。
　いま、あらためて、日本社会における貧困問題を見つめ直しましょう！

こんな社会に誰がした？
　　国民総「最底辺」社会

もう奨学金なんて
　　　借りたくない！

第3回以降もおおむね2ヶ月に1回ずつ開催予定。

藤田孝典さん
NPO法人ほっとプラス代表理事 弁護士・奨学金問題対策全国会議事務局長

岩重佳治さん

8 9（水） 10 3（火）
講師 講師

第１回 第2回

参加無料 申込不要 詳細は裏面をご覧ください。一時保育あり
【要申込】

2017年 2017年

18：30～ 18：30～



貧困問題連続市民講座

●京阪中之島線「なにわ橋駅」下車　出口１から徒歩約５分
●地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車　１号出口から徒歩約１０分
●地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車　２６号階段から徒歩約７分
●ＪＲ東西線「北新地駅」下車　徒歩約１５分

こんな社会に誰がした？
　　　 国民総「最底辺」社会

もう奨学金なんて
　　　   借りたくない！

（弁護士・奨学金問題対策全国会議事務局長）岩重佳治さん

8 9（水）

10 3（火）

藤田孝典さん（NPO法人ほっとプラス代表理事）講師
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リターンズ

首都圏で生活困窮者支援を行うソーシャルワーカー。聖学院大学人間福祉学部客員准教授。
反貧困ネットワーク埼玉代表。ブラック企業対策プロジェクト共同代表。厚生労働省社会保
障審議会特別部会委員（2013年度）。著書に『貧困クライシス』（毎日新聞出版 2017）『続・
下流老人』『下流老人』（朝日新聞出版 2015・2016）『貧困世代』（講談社 2016）など。

１９５８年東京都生まれ。東京弁護士会所属。早稲田大学卒業。１９９７年、東京市民法律事務
所入所。多重債務や子どもの貧困に取り組むうちに奨学金問題の深刻さを知り、２０１３年に
「奨学金問題対策全国会議」を設立。日弁連貧困問題対策本部委員、国民生活センター客
員講師なども務める。著書に『日本の奨学金はこれでいいのか』（あけび書房、共著）、『「奨
学金」地獄』（小学館新書）ほか。

１８：３０（１８：00受付開始）
２０：３０終了予定

１８：３０（１８：00受付開始）
２０：３０終了予定

大阪弁護士会館２階
（定員２００名）

大阪弁護士会館１０階
（定員１３０名）

会 場

会 場

大阪弁護士会館  大阪市北区西天満1-12-5

大阪弁護士会 委員会部人権課
TEL.06-6364-1227

手話通訳をご希望の方は事前にご連絡ください。

一時保育サービスを実施します！

要予約・無料

対象

お申し込み方法

時間

原則、首がすわっている
乳児～未就学児

講演会開始15分前から
終了15分後まで

●第1回は、2017年7月27日(木)までに
●第2回は、2017年9月19日(火)までに
問合せ先大阪弁護士会委員会部人権課まで
電話で（06-6364-1227）お問合せください。
お電話でご連絡をいただいた後に申込書を送付します。
申込書の提出をもって申込みが完了します。
また、申込人数により、お断りさせていただくこともありますので、ご了承ください。

申込期限 ●第1回は、2017年7月27日(木)まで ●第2回は、2017年9月19日(火)まで


